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西条市屋内運動場

ご使用の手引き











使用区分について

全面 Ａ面又はＢ面 Ｃ面又はＤ面 Ｅ面又はＦ面 全面 Ａ面又はＢ面 Ｃ面又はＤ面 Ｅ面又はＦ面

１時間 6,000 1,500 1,200 450 9,000 2,250 1,800 670
半日（４時間） 21,000 5,250 4,200 1,570 31,500 7,870 6,300 2,350
１日（９時～１７時） 36,000 9,000 7,200 2,700 54,000 13,500 10,800 4,050
１時間 3,000 750 600 220 4,500 1,120 900 330

半日（４時間） 10,500 2,620 2,100 780 15,750 3,930 3,150 1,170
１日（９時～１７時） 18,000 4,500 3,600 1,350 27,000 6,750 5,400 2,020
１時間 12,000 18,000

半日（４時間） 42,000 63,000
１日（９時～１７時） 72,000 108,000
１時間 6,000 9,000

半日（４時間） 21,000 31,500
１日（９時～１７時） 36,000 54,000
１時間 12,000 3,000 2,400 900 18,000 4,500 3,600 1,350

半日（４時間） 42,000 10,500 8,400 3,150 63,000 15,750 12,600 4,720
１日（９時～１７時） 72,000 18,000 14,400 5,400 108,000 27,000 21,600 8,100
１時間 24,000 36,000

半日（４時間） 84,000 126,000
１日（９時～１７時） 144,000 216,000

合宿を目的とする利用者

全面 Ａ面又はＢ面 Ｃ面又はＤ面 Ｅ面又はＦ面 全面 Ａ面又はＢ面 Ｃ面又はＤ面 Ｅ面又はＦ面

１時間 7,200 1,800 1,440 540 24,000 6,000 4,800 1,800
半日（４時間） 25,200 6,300 5,040 1,890 84,000 21,000 16,800 6,300
１日（９時～１７時） 43,200 10,800 8,640 3,240 144,000 36,000 28,800 10,800
１時間 3,600 900 720 270 12,000 3,000 2,400 900

半日（４時間） 12,600 3,150 2,520 940 42,000 10,500 8,400 3,150
１日（９時～１７時） 21,600 5,400 4,320 1,620 72,000 18,000 14,400 5,400
１時間 14,400 3,600 2,880 1,080 48,000 12,000 9,600 3,600

半日（４時間） 50,400 12,600 10,080 3,780 168,000 42,000 33,600 12,600
１日（９時～１７時） 86,400 21,600 17,280 6,480 288,000 72,000 57,600 21,600

Ａ：アマチュアスポーツ　Ｂ：アマチュアスポーツ以外

照明設備を使用したとき
全面 Ａ面又はＢ面 Ｃ面又はＤ面 Ｅ面又はＦ面

3,320 830 660 160

備考
１　使用時間には、準備及び片付けの時間も含まれます。
２　使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなします。
３　1日とは、午前９時から午後５時までとします。（１日割引きを設定）
４　半日とは、４時間とします。（半日割引きを設定）
５　平日の使用料については、上記金額の８割とします。（平日割引きを設定）
６　上記の使用料を負担することによって、トレーニング室及び会議室を使用することができます。

設備、備品

Ｂ

一般・学生

高校生以下

○市内の利用者とは、申請者の住所が市内に有するもの。ただし、個人で利用する場合は個人の住所
とし、団体で利用する場合は団体の住所とする。

○大会・イベント等については、主催者、共催者、主管者等の催し関係団体以外は申請を認めない。
（大会要項、パンフレット等への明記が必要とする。）

一般・学生

高校生以下

Ａ

○市内の団体の定義は、団体の代表者が市民であって、その団体の構成員の半数が市民であるもの
とする。（市民とは、市内に住所を有する者、市内にある学校に在籍する者、市内にある事業所に勤務
する者とする。）

Ａ：アマチュアスポーツで入場料を徴収しないとき　Ｂ：アマチュアスポーツで入場料を徴収するとき
Ｃ：アマチュアスポーツ以外で入場料を徴収しないとき　Ｄ：アマチュアスポーツ以外で入場料を徴収するとき

市内に宿泊するもの
区分

Ｃ

Ｄ

使用料金表

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

市外に宿泊するもの

使用区分
市内の利用者 市外の利用者

一般・学生

Ａ

高校生以下

Ｂ

照明設備（１時間）



トレーニング室のみを使用したとき

中学生以下については、安全面を考慮し、指導者、保護者の同伴を必要とします。

会議室のみ使用したとき

使用料算出例①

主競技場 １時間 3,000
主競技場 １日 18,000
主競技場 半日 10,500
照明 ２時間 6,640

放送設備 2,250
合計 40,390

使用料算出例②

主競技場 ３時間 6,750
照明 ３時間 2,490

0.2 △1,848
合計 7,390 （10円未満切捨て）

使用料算出例③

主競技場 半日 42,000
主競技場 ２時間 24,000
照明 ２時間 6,640

放送設備 2,250
合計 74,890

単位

一般・学生

780

使用料（円）
１式１回 2,250

１人１回 220
2,200

会議室４会議室１

1,500

220
会議室２又は３

ピッチングマシン １台１回

150

900 1,800
半日（４時間） 520 1,050

300

1,350

使用料（円）単位

使用料（円）

１２時～１４時

単位

１７時～２１時
１９時～２１時

回数券１１枚

放送設備

１時間

１日（９時～１７時）

９時～１５時

１３時～１５時

使用区分

市内チーム主催による少年野球大会（日曜日）８時～２１時使用（照明１９時～２１時使用）全面

市外一般チームによるフットサルの練習（平日）１９時～２２時使用（照明１９時～２２時使用）Ａ面
（部分使用）

市内団体による入場料を徴収しない講演会（日曜日）９時～１５時使用（照明１２時～１４時使用）
全面

９時～１３時

１９時～２２時
１９時～２２時

平日割引き

８時～９時
９時～１７時

８時～２１時


